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１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

①【投資状況】
   平成28年5月31日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

株式 日本 17,173,890,980 98.19

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 316,190,269 1.81

 純資産総額  17,490,081,249 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

②【投資資産】

（ａ）【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
      平成28年5月31日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

日本 伊藤忠商事 株式 卸売業 626,600
1,512.24
1,391.50

947,572,598
871,913,900

―
― 4.99

日本 日本電信電話 株式 情報・通信業 140,500
4,532.06
4,855.00

636,754,430
682,127,500

―
― 3.90

日本
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ 株式 銀行業 1,105,600

759.73
553.80

839,958,276
612,281,280

―
― 3.50

日本 日産自動車 株式 輸送用機器 474,400
1,107.06
1,125.00

525,189,264
533,700,000

―
― 3.05

日本 花王 株式 化学 84,900
6,222.30
6,101.00

528,273,270
517,974,900

―
― 2.96

日本 ファミリーマート 株式 小売業 88,200
5,295.33
5,820.00

467,048,106
513,324,000

―
― 2.93

日本 大塚ホールディングス 株式 医薬品 109,900
4,171.07
4,530.00

458,400,593
497,847,000

―
― 2.85

日本 日本たばこ産業 株式 食料品 107,600
4,631.89
4,402.00

498,391,566
473,655,200

―
― 2.71

日本 日立国際電気 株式 電気機器 309,600
1,533.92
1,443.00

474,901,632
446,752,800

―
― 2.55

日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 2,492,400
227.28
174.40

566,479,098
434,674,560

―
― 2.49

日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 300,700
1,162.65
1,336.00

349,608,855
401,735,200

―
― 2.30

日本 日本航空 株式 空運業 98,000
4,538.87
3,801.00

444,809,260
372,498,000

―
― 2.13

日本 村田製作所 株式 電気機器 28,200
13,892.18
12,950.00

391,759,521
365,190,000

―
― 2.09

日本 クレディセゾン 株式 その他金融業 164,100
1,936.57
2,112.00

317,791,630
346,579,200

―
― 1.98

日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 75,300
4,527.91
4,575.00

340,951,749
344,497,500

―
― 1.97

日本 小野薬品工業 株式 医薬品 69,200
4,378.59
4,924.00

302,998,935
340,740,800

―
― 1.95

日本 積水ハウス 株式 建設業 170,900
1,847.98
1,986.00

315,819,782
339,407,400

―
― 1.94

日本 オリエンタルランド 株式 サービス業 46,200
7,888.74
7,292.00

364,459,804
336,890,400

―
― 1.93

日本 東海旅客鉄道 株式 陸運業 17,100
21,684.50
19,630.00

370,805,111
335,673,000

―
― 1.92

日本 あい　ホールディングス 株式 卸売業 99,700
2,821.18
2,660.00

281,272,092
265,202,000

―
― 1.52

日本 富士重工業 株式 輸送用機器 62,800
4,601.01
4,150.00

288,943,428
260,620,000

―
― 1.49

日本 日立金属 株式 鉄鋼 218,000
1,359.88
1,190.00

296,454,525
259,420,000

―
― 1.48

日本 東京エレクトロン 株式 電気機器 31,500
7,279.28
8,222.00

229,297,320
258,993,000

―
― 1.48

日本 東レ 株式 繊維製品 269,000
901.94
959.10

242,621,860
257,997,900

―
― 1.48

日本 オリックス 株式 その他金融業 167,300
1,608.08
1,540.00

269,032,102
257,642,000

―
― 1.47

日本 ダイキン工業 株式 機械 27,100
8,618.66
9,496.00

233,565,686
257,341,600

―
― 1.47

日本 カシオ計算機 株式 電気機器 147,900
2,054.15
1,725.00

303,809,167
255,127,500

―
― 1.46
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日本 ニコン 株式 精密機器 162,700
1,712.51
1,557.00

278,625,377
253,323,900

―
― 1.45

日本 ケーズホールディングス 株式 小売業 122,800
2,059.28
1,757.00

252,880,166
215,759,600

―
― 1.23

日本 日本ハム 株式 食料品 83,000
2,525.27
2,588.00

209,597,410
214,804,000

―
― 1.23

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
  平成28年5月31日現在

種類／業種別 投資比率(％)

株式 建設業 3.14

 食料品 4.88

 繊維製品 1.48

 化学 5.37

 医薬品 5.72

 鉄鋼 1.48

 非鉄金属 0.95

 金属製品 0.74

 機械 5.46

 電気機器 11.75

 輸送用機器 8.81

 精密機器 1.45

 その他製品 1.20

 電気・ガス業 1.68

 陸運業 2.63

 海運業 0.96

 空運業 2.13

 情報・通信業 7.09

 卸売業 7.22

 小売業 5.14

 銀行業 6.47

 証券、商品先物取引業 0.49

 保険業 2.41

 その他金融業 3.45

 不動産業 2.68

 サービス業 3.41

合　計  98.19

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

（ｂ）【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

（ｃ）【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第6計算期間末日
（平成18年10月30日）

132,561,427,323
119,532,185,680

（分配付）
（分配落）

11,192
10,092

（分配付）
（分配落）

第7計算期間末日
（平成19年10月30日）

92,754,892,379
92,754,892,379

（分配付）
（分配落）

9,189
9,189

（分配付）
（分配落）

第8計算期間末日
（平成20年10月30日）

43,220,203,086
43,220,203,086

（分配付）
（分配落）

4,857
4,857

（分配付）
（分配落）

第9計算期間末日
（平成21年10月30日）

39,697,574,194
39,697,574,194

（分配付）
（分配落）

4,887
4,887

（分配付）
（分配落）

第10計算期間末日
（平成22年11月 1日）

30,210,986,265
30,210,986,265

（分配付）
（分配落）

4,602
4,602

（分配付）
（分配落）

第11計算期間末日
（平成23年10月31日）

23,866,017,280
23,866,017,280

（分配付）
（分配落）

4,360
4,360

（分配付）
（分配落）
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第12計算期間末日
（平成24年10月30日）

20,259,501,744
20,259,501,744

（分配付）
（分配落）

4,344
4,344

（分配付）
（分配落）

第13計算期間末日
（平成25年10月30日）

29,932,809,000
29,932,809,000

（分配付）
（分配落）

7,656
7,656

（分配付）
（分配落）

第14計算期間末日
（平成26年10月30日）

26,602,376,784
26,602,376,784

（分配付）
（分配落）

8,380
8,380

（分配付）
（分配落）

第15計算期間末日
（平成27年10月30日）

22,121,440,996
20,886,273,942

（分配付）
（分配落）

10,746
10,146

（分配付）
（分配落）

平成27年 5月末日 26,079,246,867  11,166 

6月末日 24,517,499,595  11,176 

7月末日 24,270,773,433  11,422 

8月末日 22,025,017,705  10,598 

9月末日 20,199,275,376  9,749 

10月末日 20,886,273,942  10,146 

11月末日 21,668,586,430  10,335 

12月末日 20,676,822,116  10,017 

平成28年 1月末日 18,958,883,328  9,205 

2月末日 16,689,269,763  8,123 

3月末日 17,477,907,299  8,543 

4月末日 17,123,802,370  8,435 

5月末日 17,490,081,249  8,655 

 

②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第6計算期間 1,100円

第7計算期間 0円

第8計算期間 0円

第9計算期間 0円

第10計算期間 0円

第11計算期間 0円

第12計算期間 0円

第13計算期間 0円

第14計算期間 0円

第15計算期間 600円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第6計算期間 7.06

第7計算期間 △8.94

第8計算期間 △47.14

第9計算期間 0.61

第10計算期間 △5.83

第11計算期間 △5.25

第12計算期間 △0.36

第13計算期間 76.24

第14計算期間 9.45

第15計算期間 28.23

第15計算期間末日から
平成28年5月末日までの期間

△14.69

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を
乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成28年5月末日までの期間については平
成28年5月末日の基準価額から当該基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配
落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

 

［参考情報］
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【投資リスク】
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２【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第6計算期間 101,111,815,123 30,700,546,713 118,447,651,302

第7計算期間 21,544,006,908 39,049,814,752 100,941,843,458

第8計算期間 2,531,520,212 14,493,202,416 88,980,161,254

第9計算期間 1,797,921,324 9,555,051,226 81,223,031,352

第10計算期間 754,730,130 16,323,625,345 65,654,136,137

第11計算期間 416,204,054 11,326,535,166 54,743,805,025

第12計算期間 262,841,725 8,365,068,219 46,641,578,531

第13計算期間 2,362,792,654 9,906,292,260 39,098,078,925

第14計算期間 1,803,441,911 9,156,367,864 31,745,152,972

第15計算期間 956,469,968 12,115,505,367 20,586,117,573

第16計算期期首から
平成28年5月31日までの期間

1,110,665,366 1,488,288,025 20,208,494,914
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３【ファンドの経理状況】

 

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成

27年10月31日から平成28年4月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人に

より中間監査を受けております。
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三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンド

（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）

第 15 期

［ 平成27年10月30日現在 ］

第 16 期中間計算期間末

［ 平成28年4月30日現在 ］

資産の部

流動資産

金銭信託 － 1,682,494

コール・ローン 414,084,528 200,275,639

株式 20,463,553,290 16,788,070,330

未収入金 1,755,999,979 993,586,408

未収配当金 171,593,700 186,809,450

未収利息 673 －

流動資産合計 22,805,232,170 18,170,424,321

資産合計 22,805,232,170 18,170,424,321

負債の部

流動負債

未払金 452,242,230 877,481,135

未払収益分配金 1,235,167,054 －

未払解約金 39,450,807 15,244,704

未払受託者報酬 12,784,396 10,241,912

未払委託者報酬 178,981,404 143,386,724

未払利息 － 1,054

その他未払費用 332,337 266,422

流動負債合計 1,918,958,228 1,046,621,951

負債合計 1,918,958,228 1,046,621,951

純資産の部

元本等

元本 ※1 20,586,117,573 ※1 20,302,088,688

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 300,156,369 ※2 △3,178,286,318

（分配準備積立金） 1,174,359,662 1,100,456,046

元本等合計 20,886,273,942 17,123,802,370

純資産合計 20,886,273,942 17,123,802,370

負債純資産合計 22,805,232,170 18,170,424,321
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第 15 期中間計算期間

自 平成26年10月31日

至 平成27年 4月30日

第 16 期中間計算期間

自 平成27年10月31日

至 平成28年 4月30日

営業収益

受取配当金 271,962,222 219,789,900

受取利息 118,109 49,013

有価証券売買等損益 6,274,842,455 △3,582,269,746

その他収益 369,704 502,965

営業収益合計 6,547,292,490 △3,361,927,868

営業費用

支払利息 － 4,861

受託者報酬 14,599,438 10,241,912

委託者報酬 204,391,982 143,386,724

その他費用 379,523 266,422

営業費用合計 219,370,943 153,899,919

営業利益又は営業損失（△） 6,327,921,547 △3,515,827,787

経常利益又は経常損失（△） 6,327,921,547 △3,515,827,787

中間純利益又は中間純損失（△） 6,327,921,547 △3,515,827,787

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

985,631,467 △51,141,436

期首剰余金又は期首欠損金（△） △5,142,776,188 300,156,369

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,207,407,168 4,490,565

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

1,207,407,168 －

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 4,490,565

剰余金減少額又は欠損金増加額 20,267,424 18,246,901

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ 18,246,901

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

20,267,424 －

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,386,653,636 △3,178,286,318
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等

における終値で評価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 15 期

［ 平成27年10月30日現在 ］

第 16 期中間計算期間末

［ 平成28年4月30日現在 ］

    
※１期首元本額 31,745,152,972円 20,586,117,573円

 期中追加設定元本額 956,469,968円 1,107,218,818円

 期中一部解約元本額

 

12,115,505,367円 1,391,247,703円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

―

 

3,178,286,318円

 

３ 受益権の総数

 

20,586,117,573口 20,302,088,688口

４ １口当たり純資産額 1.0146円 0.8435円

 （１万口当たり純資産額） （10,146円） （8,435円）
    
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 15 期

［ 平成27年10月30日現在 ］

第 16 期中間計算期間末

［ 平成28年4月30日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上

額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。
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【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年5月31日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 18,375,632,281  

Ⅱ 負 債 総 額 885,551,032  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,490,081,249  

Ⅳ 発 行 済 口 数 20,208,494,914 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
0.8655

（ １万口当たり 8,655
 

）
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４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧いただ

けます。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。

 
５【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
 
（１）【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。
 

（２）【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。

 
（３）【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のとお

りです。
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６【その他】

平成28年１月29日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部に

ついて、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は＜更新後＞とします。

 

 

表紙

代表者の役職氏名

＜更新後＞

　取締役社長　　松田　通

 

 

有価証券報告書
第一部　ファンド情報
第１　ファンドの状況

１　ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞

（略）

（略）

 

（３）ファンドの仕組み

③委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成28年５月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年５月末現在）

（略）
 
２　投資方針
（５）投資制限
＜更新後＞

（略）
②新株引受権証券および新株予約権証券

委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純
資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

（略）
④同一銘柄の株式等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10

を超えることとなる投資の指図をしません。
（略）
⑭信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う

こととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

14/17



（略）
 

４　手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い

＜更新後＞
（略）

①個人の受益者に対する課税
（略）
１．収益分配金の課税

（略）

原則として、20.315％（略）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

（略）
２．解約時および償還時の課税

（略）
20.315％（略）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（略）の税率で源泉徴収され、原

則として、申告は不要です。

（略）
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未
成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご利用の
場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および
譲渡所得が一定期間非課税となります。
（略）

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（略）の税率で源泉徴収されます。地
方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
 

◇個別元本について
（略）

 
※上記は平成28年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

なることがあります。
（略）

 

第二部　委託会社等の情報
第２　その他の関係法人の概況

１　名称、資本金の額及び事業の内容

（１）受託会社

＜更新後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成27年９月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成27年９月末現在）
③事業の内容

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社横浜銀行 215,628 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社佐賀銀行 16,062 百万円 銀行業務を営んでいます。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
銀行業務および信託業務を営んでいま
す。
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株式会社福島銀行 18,127 百万円 銀行業務を営んでいます。

カブドットコム証券株式会社 7,196 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

池田泉州ＴＴ証券株式会社 1,250 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

宇都宮証券株式会社 301 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

株式会社ＳＢＩ証券 47,937 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社 7,495 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

東海東京証券株式会社 6,000 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

西日本シティＴＴ証券株式会
社

1,575 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

ワイエム証券株式会社 1,270 百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。

 

３　資本関係

＜更新後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成28年５月末現在）

（略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成28年６月８日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

PwCあらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指　定　社　員
業務執行社員

 公認会計士　大畑　茂　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられている三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンドの平成27年10月31日から平成28年４月30日までの中間計算期間の

中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、三菱ＵＦＪ 日本株アクティブ・ファンドの平成28年４月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中

間計算期間（平成27年10月31日から平成28年４月30日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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